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号
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閣
衆
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一
六
六
第
四
〇
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号

平
成
十
九
年
六
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
末
松
義
規
君
提
出
環
境
省
浄
化
槽
推
進
室
長
通
知
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
末
松
義
規
君
提
出
環
境
省
浄
化
槽
推
進
室
長
通
知
の
解
釈
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
お
い
て
は
、
中
央
環
境
審
議
会
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
部
会
浄
化
槽
専
門
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た

議
論
の
整
理
の
概
要
等
と
し
て
、
「
例
え
ば
、
通
常
の
使
用
状
態
に
お
い
て
、
保
守
点
検
業
者
が
定
め
ら
れ
た
期
間
中
に
一

回
を
超
え
て
保
守
点
検
を
行
う
こ
と
が
使
用
者
等
に
不
信
感
や
負
担
感
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
保
守
点
検
の
技
術
上
の
基
準
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
必
要
性
と
作
業
内
容
を
詳
細
に
説
明
す

べ
き
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
通
知
に
お
い
て
は
、
「
年
に
三
回
で
よ
い
と
さ
れ
る
浄
化
槽
の
保
守
点
検
回
数
を
、
県
下
一
円
一
律
に
年
十
二

回
保
守
点
検
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検
の
回
数
に
つ
い
て
は
、
浄
化
槽
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
第
六
条
に
お
い
て
、
そ
の
処
理

方
法
及
び
浄
化
槽
の
種
類
等
に
応
じ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


